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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ＣＴシステムであって、
１つのビューにおいて、第一のＸ線源位置から第二のＸ線源位置に焦点スポットを交互に
揺動することができるＸ線源と、
複数のピクセルのアレイと、前記複数のピクセルのアレイに対して光を放出するように構
成されている複数のシンチレータとを備えるＸ線検出器であって、各ピクセルが前記ピク
セルの表面に配置された第一及び第二の電荷蓄積素子を有し、前記第一の電荷蓄積素子は
前記焦点スポットが前記第一のＸ線源位置に揺動されたときに対応するピクセルで生成さ
れた電荷を受けるように構成され、前記第二の電荷蓄積素子は前記焦点スポットが前記第
二のＸ線源位置に揺動されたときに対応するピクセルで生成された電荷を受けるように構
成される、前記Ｘ線検出器と、
前記複数のピクセルのアレイから電気信号を受信するように接続されているＤＡＳと、
前記第一及び第二の電荷蓄積素子の一方のみが任意の一時刻に電荷を収集するように、各
々のピクセルの前記第一及び第二の電荷蓄積素子を前記ＤＡＳに交互に接続するコントロ
ーラと、
を備えたＣＴシステム。
【請求項２】
前記複数のピクセルのアレイは、前面照射型ダイオードを備えている、請求項１に記載の
ＣＴシステム。
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【請求項３】
前記Ｘ線源と、前記コントローラとを有するガントリを更に備え、
前記コントローラは更に、
データ取得を所定数の連続ビューに分割し、
各々のビューを第一及び第二のビュー切片に分割し、
前記第一のビュー切片を取得のために前記Ｘ線源を第一のビュー位置に位置付け、
前記第二のビュー切片を取得のために前記Ｘ線源を第二のビュー位置に揺動するように構
成されている、請求項１または２に記載のＣＴシステム。
【請求項４】
前記コントローラは更に、前記第一のビュー切片のために前記第一の電荷蓄積素子を電荷
蓄積状態にし、前記第二のビュー切片のために前記第二の電荷蓄積素子を電荷蓄積状態に
するように構成されている、請求項３に記載のＣＴシステム。
【請求項５】
複数の収集ビュー間で前記第一及び第二の電荷蓄積素子をリセットするように構成されて
いる単一のスイッチ（Ｓ５）を含む、請求項１乃至４のいずれかに記載のＣＴシステム。
【請求項６】
導電性接続（７６）を介して前記第一の電荷蓄積素子と前記ＤＡＳとを接続する第１のス
イッチ（Ｓ１）と、
前記導電性接続（７６）を介して前記第二の電荷蓄積素子と前記ＤＡＳとを接続する第２
のスイッチ（Ｓ２）と、
前記第１及び第２のスイッチ（Ｓ１、Ｓ２）が配置されるシリコン基材（７４）と、
を備え、
前記導電性接続（７６）が前記シリコン基材（７４）を貫通する、請求項１乃至５のいず
れかに記載のＣＴシステム。
【請求項７】
Ｘ線システムであって、
第一のＸ線源位置と第二のＸ線源位置との間で焦点スポットが揺動可能なＸ線源と、
前記Ｘ線源から照射され、物体を通過したＸ線を受けるように構成されたシンチレータと
、
前記シンチレータから放出された光を電荷に変換する光変換素子であって、該光変換素子
は、前記焦点スポットが前記第一のＸ線源位置にあるときに、前記シンチレータから放出
される光に対応する第一の量の光による第一の電荷を生成し、前記焦点スポットが前記第
二のＸ線源位置にあるときに、前記シンチレータから放出される光に対応する第二の量の
光による第二の電荷を生成するように構成されている、前記光変換素子と、
１以上のスイッチを介して前記光変換素子に接続され、前記第一の電荷を積分するように
構成された第一の電荷蓄積素子と、
前記１以上のスイッチを介して前記光変換素子に接続され、前記第二の電荷を積分するよ
うに構成された第二の電荷蓄積素子と、
を備えたＸ線システム。
【請求項８】
前記第一及び第二の電荷蓄積素子に電気的に接続されているＤＡＳを更に備え、
前記第一及び第二の電荷蓄積素子の一方のみが任意の一時刻に電荷を積分するように構成
された、請求項７に記載のＸ線システム。
【請求項９】
前記第一の電荷蓄積素子は、１つのビューにおける第一のデータ取得の間、前記第一の電
荷を積分し、
前記第二の電荷蓄積素子は、前記ビューにおける第二のデータ取得の間、前記第二の電荷
を積分するように構成された、請求項８に記載のＸ線システム。
【請求項１０】
前記第一及び前記第二の電荷蓄積素子（Ｃ１、Ｃ２）は、前記光変換素子（５４）の集光
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表面（７８）の実質的に表面に又はその近傍に配設されている、請求項８乃至９のいずれ
かに記載のＸ線システム。
【請求項１１】
複数の収集ビュー間で前記第一及び第二の電荷蓄積素子をリセットするように構成されて
いる単一のスイッチ（Ｓ５）を含む、請求項８乃至１０のいずれかに記載のＸ線システム
。
【請求項１２】
導電性接続（７６）を介して前記第一の電荷蓄積素子と前記ＤＡＳとを接続する第１のス
イッチ（Ｓ１）と、
前記導電性接続（７６）を介して前記第二の電荷蓄積素子と前記ＤＡＳとを接続する第２
のスイッチ（Ｓ２）と、
前記第１及び第２のスイッチ（Ｓ１、Ｓ２）が配置されるシリコン基材（７４）と、
を備え、
前記導電性接続（７６）が前記シリコン基材（７４）を貫通する、請求項８乃至１０のい
ずれかに記載のＸ線システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は一般的には、診断撮像に関し、さらに具体的には、多数の電荷蓄積素子を備え
たフォトダイオードを有する放射線撮影用検出器アセンブリに関する。多数の電荷蓄積素
子は検出器飽和を起こり難くするばかりでなく、ビュー内Ｘ線源揺動（wobble）を支援す
る。
【背景技術】
【０００２】
典型的には、計算機式断層写真法（ＣＴ）イメージング・システムでは、Ｘ線源が患者又
は手荷物のような被検体又は物体に向かってファン形（扇形）のビームを放出する。以下
では、「被検体」及び「対象」「物体」との用語は、撮像されることが可能な任意物を包
含するものとする。ビームは、被検体によって減弱された後に、放射線検出器のアレイに
入射する。検出器アレイで受光される減弱後のビーム放射線の強度は典型的には、被検体
によるＸ線の減弱に依存する。検出器アレイの各々の検出器素子が、各々の検出器素子に
よって受光された減弱後のビームを示す別個の電気信号を発生する。電気信号はデータ処
理システムへ伝送されて解析され、ここから最終的に画像が形成される。
【特許文献１】米国特許出願公開第２００４／０２５１４２１号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　各々の検出器素子は、Ｘ線の受光に応答して光を放出するシンチレータ・セルによって
特徴付けられる。光はフォトダイオードによって収集され、フォトダイオードはシンチレ
ータ・セルに入射したＸ線を示す電気信号出力を供給する。次いで、感知された光から発
生される電荷が、直接又はＦＥＴスイッチ・アレイを介してのいずれかでデータ取得シス
テム（ＤＡＳ）へ伝送される。ＣＴ検出器のｚ方向撮像範囲が拡大し、また分解能を高め
るようにピッチが微細化するにつれて、ＤＡＳに接続されるフォトダイオードの数が増加
して必要とされる相互接続（インターコネクト）の数が大幅に増加する。最も広く実用化
されているＣＴ検出器は数千個の検出器素子を含んでおり、結果として、同程度の数の検
出器素子に対する同程度の数の接続が一つの共通のＤＡＳ入力チャネルを共有する。他の
公知の検出器は、各々のピクセルに電荷蓄積体を設けており、多くのピクセルの間で単一
の増幅器を共有している。例えば、公知の一検出器は、各々のフォトダイオード・ピクセ
ル毎に単一のＤＡＳチャネルを利用する。他の公知の検出器は、８個ものピクセルが単一
のＤＡＳチャネルに並列接続されるように構成されている。しかしながら、フォトダイオ
ード・ピクセルを並列に接続すると、分解能が低下するので望ましくない。もう一つの公
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知の検出器設計では、各々のピクセルに蓄積キャパシタ及びＦＥＴスイッチを設けている
。この構成をしばしば蓄積ダイオード設計と呼ぶ。かかる設計では、蓄積キャパシタはし
ばしば、フォトダイオード自体の固有のキャパシタンスによって提供される。かかる構成
は、１個の増幅器を多くのピクセルの間で共有することを可能にし、各々のピクセルは分
解能を低下させないように個々に読み出されるが、この構成は所謂線源「揺動」を許さな
い。線源揺動は、各々のピクセルでの積算信号を同じ時間区間にわたってサンプリングす
ること必要とする。このことは、従来の蓄積ダイオード検出器設計では可能でない。
【０００４】
　従って、多数の電荷蓄積素子ピクセルを備えており、多数のピクセルが一つの読み出し
チャネルを共有し且つ線源揺動を支援するようにして接続されたピクセルを有するＣＴ検
出器を提供することが望ましい。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、上述の欠点を克服するＣＴ検出器用のピクセルのアレイに関するものである
。各々のピクセルが多数の電荷蓄積素子を有するように設計されている。
【０００６】
　ＣＴ検出器ピクセルが、感光素子、好ましくはフォトダイオードと、好ましくはビュー
毎に交互に充電されて読み出される多数の電荷蓄積素子とを含んでいる。フォトダイオー
ドは好ましくは、前面照射型ダイオードであり、電荷蓄積素子は、感光素子によって発生
される電荷を交互に蓄積する一対のキャパシタである。電荷蓄積は、ＦＥＴスイッチ及び
ピクセル構造の付設電子回路によって制御される。フォトダイオードからの電荷は選択さ
れた電荷蓄積素子の１個に絶えず伝達される。蓄積された電荷は後刻に読み出される。こ
のようなものとして、各々の電荷蓄積素子は独立に読み出されるが、多数の検出器ピクセ
ルからの多数の電荷蓄積素子が一つの共通の読み出しチャネル又はポートに接続されてい
る。このようにして、電荷蓄積素子の数が増加しても読み出しチャネルの数を同じにする
ことができる。
【０００７】
　一つの好適実施形態では、データ取得を所定数の連続ビューに分割する。このことに関
して、例えば奇数番号のビュー時の光誘起電荷を一方の電荷蓄積素子に蓄積し、偶数番号
のビューの光誘起電荷を他方の電荷蓄積素子に蓄積する。偶数番号のビュー時には、第一
の電荷蓄積素子に蓄積された電荷をＤＡＳへ伝送する。奇数番号のビューでは、第二の電
荷蓄積素子に蓄積された電荷をＤＡＳへ伝送すると共に、電荷を第一の電荷蓄積素子に蓄
積する。このような充電及び読み出しの交替がデータ取得時にわたって続行される。ビュ
ーは、光電荷が各々のピクセル素子によって検出されて、この電荷がキャパシタの１個に
伝達されるときの時間として定義される。ビュー時間の最後に、ピクセル・スイッチは電
気的に再構成されて、電荷は他方のピクセル・キャパシタへ伝達される。
【０００８】
　従って、一観点によれば、本発明は、ピクセルのアレイを含んでいる。各々のピクセル
は部分的には、シンチレータによって放出される光を電荷へ変換するように設計されてい
る光変換素子として作用するフォトダイオードを含んでいる。ピクセルはまた、単一の光
変換素子に接続されており第一の取得時の電荷を蓄積する第一の電荷蓄積キャパシタ素子
と、第一の電荷蓄積素子とは異なっており、単一の光変換素子に接続されており第二の取
得時の電荷を蓄積する第二の電荷蓄積素子とを有している。さらにもう一つの観点では、
任意の一時刻に、２個の電荷蓄積素子の一方のみをスイッチ（ＦＥＴスイッチ等）によっ
て選択して、単一の光変換素子に接続する。
【０００９】
　本発明のもう一つの観点によれば、ＣＴ検出器が、Ｘ線の受光に応答して所定強度にあ
る光を放出するシンチレータを有するものとして提供される。ＣＴ検出器はさらに、シン
チレータによって放出される光の強度を示す電気信号を供給するフォトダイオードを有す
る。フォトダイオードは、集光表面と、集光表面によって発生される電荷を蓄積する一対
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のキャパシタとを有する。
【００１０】
　もう一つの観点によれば、本発明は、Ｘ線源と、ピクセルのアレイで構成されるＸ線検
出器とを有するＣＴシステムを含んでいる。各々の検出器は、ピクセルのアレイに対して
光を放出するように構成されている複数のシンチレータを含んでいる。各々のピクセルは
、第一及び第二の電荷蓄積素子を有する。ＣＴシステムはさらに、ピクセルのアレイから
電気信号を受信するように接続されているＤＡＳチャネルを有する。また、コントローラ
が設けられており、上述の複数のピクセルの各々のピクセルの第一及び第二の電荷蓄積素
子の一方のみが任意の一時刻に読み出しのためにＤＡＳチャネルへ電荷を伝達するように
、各々のピクセルの第一及び第二の電荷蓄積素子をＤＡＳチャネルに交互に接続する。
【００１１】
　本発明のさらにもう一つの観点によれば、ＣＴ撮像の方法が提供され、この方法は、デ
ータ取得を所定数のビューに分けて画定するステップと、各々のビューについて、第一の
Ｘ線源位置及び第一のＸ線源位置から揺動した後の第二のＸ線源位置においてＣＴデータ
を取得するステップとを含んでいる。この方法はさらに、第一のＸ線源位置にあるＸ線源
によるデータ取得時にピクセルのアレイにおいて各々のピクセルの第一の電荷蓄積素子の
電荷を積算するステップと、第二のＸ線源位置にあるＸ線源による画像取得時に各々のピ
クセルの第二の電荷蓄積素子の電荷を積算するステップとを含んでいる。
【００１２】
　本発明のその他様々な特徴及び利点は、以下の詳細な説明及び図面から明らかとなろう
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　図面は、本発明を実施するために現状で想到される一つの好適実施形態を示す。
【００１４】
　４スライス型計算機式断層写真法（ＣＴ）システムに関連して本発明の動作環境を説明
する。但し、当業者であれば、本発明がシングル・スライス型構成又は他のマルチ・スラ
イス型構成での利用にも同等に適用可能であることが認められよう。本発明は、「第三世
代」ＣＴスキャナに関して説明されるが、他のＣＴシステムにも同等に適用可能である。
【００１５】
　図１及び図２には、計算機式断層写真法（ＣＴ）イメージング・システム１０が、「第
三世代」ＣＴスキャナに典型的なガントリ１２を含むものとして示されている。ガントリ
１２はＸ線源１４を有しており、Ｘ線源１４は、Ｘ線のファン・ビーム１６をガントリ１
２の対向する側に設けられている検出器アレイ１８に向かって投射する。検出器アレイ１
８は複数の検出器モジュール２０によって形成されており、検出器モジュール２０は一括
で、患者２２を透過した投射Ｘ線を感知する。各々の検出器モジュール２０がピクセル要
素（ピクセル）のアレイを含んでいる。各々のピクセルは部分的には、フォトダイオード
のような感光素子と、１又は複数のキャパシタのような電荷蓄積素子とを含んでいる。各
々のピクセルは、入射Ｘ線ビームの強度を表わし、従って患者２２を透過する際に減弱し
たビームを表わす電気信号を発生する。Ｘ線投影データを取得するための１回の走査の間
に、ガントリ１２、及びガントリ１２に装着されている構成部品が回転中心２４の周りを
回転する。
【００１６】
　ガントリ１２の回転及びＸ線源１４の動作は、ＣＴシステム１０の制御機構２６によっ
て制御される。制御機構２６はＸ線制御器２８とガントリ・モータ制御器３０とを含んで
おり、Ｘ線制御器２８はＸ線源１４に電力信号及びタイミング信号を供給し、ガントリ・
モータ制御器３０はガントリ１２の回転速度及び位置を制御する。制御機構２６内に設け
られているデータ取得システム（ＤＡＳ）３２が検出器２０からのアナログ・データをサ
ンプリングして、後続の処理のためにこれらのデータをディジタル信号へ変換する。画像
再構成器３４が、サンプリングされてディジタル化されたＸ線データをＤＡＳ３２から受
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け取って高速再構成を実行する。再構成された画像はコンピュータ３６への入力として印
加され、コンピュータ３６は大容量記憶装置３８に画像を記憶させる。ＤＡＳはまた、検
出器へ信号を送って、ＦＥＴスイッチを動作させたり、検出器にバイアス電圧を供給した
りすることができる。
【００１７】
　コンピュータ３６はまた、キーボードを有するコンソール４０を介して操作者から指令
及び走査用パラメータを受け取る。付設されている表示器４２によって、操作者は再構成
された画像及びコンピュータ３６からのその他のデータを観測することができる。操作者
が供給した指令及びパラメータはコンピュータ３６によって用いられて、ＤＡＳ３２、Ｘ
線制御器２８及びガントリ・モータ制御器３０に制御信号及び情報を供給する。加えて、
コンピュータ３６は、電動式テーブル４６を制御するテーブル・モータ制御器４４を動作
させて、患者２２及びガントリ１２を配置する。具体的には、テーブル４６は患者２２の
各部分をガントリ開口４８を通して移動させる。
【００１８】
　図３及び図４に示すように、検出器アレイ１８は複数の検出器モジュール２０を含んで
いる。コリメータ（図示されていない）が、Ｘ線ビーム１６が検出器モジュールに入射す
る前にＸ線ビーム１６をコリメートするように、これら複数の検出器モジュールの上に配
置されている。図３に示す一実施形態では、検出器アレイ１８は５７個の検出器モジュー
ル２０を含んでおり、各々の検出器モジュール２０が１６×１６のピクセル・アレイ寸法
を有している。結果として、アレイ１８は１６行及び９１２列（１６×５７個の検出器）
を有し、ガントリ１２の各回の回転で同時に１６枚のスライスのデータを収集することが
できる。各々の検出器モジュール２０はシンチレータ・アレイ４８を含んでおり、アレイ
４８は、Ｘ線の受光時に発光する複数のシンチレータ５０を含んでいる。各々の検出器モ
ジュール２０はまた、複数のピクセル５４で集合的に形成されたピクセル・アレイ５２を
含んでいる。上で参照したように、各々のピクセル５４は、感光素子と、１又は複数の電
荷蓄積素子とを含んでいる。各々の検出器モジュール２０は、装着用ブラケット５８によ
って図３の検出器フレーム５６に固定されている。
【００１９】
　本発明は、上述のような検出器アレイに組み入れることができると共に図１～図２に示
すようなＣＴシステム又は他の放射線撮影システムに組み入れることのできる多数の電荷
蓄積素子例えばキャパシタを備えたフォトダイオードを有するＣＴ検出器に関するもので
ある。フォトダイオードは好ましくは、前面照射型構成のものであって、その集光表面の
上に構成された一対のキャパシタを含んでいる。さらに、一方のキャパシタが充電されて
いるときに、他方のキャパシタは電荷を保持する静的モード又は読み出し状態のいずれか
にある。読み出し状態では、キャパシタは電荷増幅器のような電荷読み出し素子に接続さ
れる。このような充電及び読み出しの交替がデータ取得時にわたって続行される。
【００２０】
　図５は、本発明による多数の電荷蓄積素子を有する単一のピクセルの回路概略図である
。当業者は、回路６０及び付設された構成要素は本発明の実施形態の一例を示すものであ
って、他の回路及び／又は構成要素を同等に用い得ることを容易に認められよう。回路６
０は、第一のキャパシタＣ１及び第二のキャパシタＣ２、フォトダイオード、並びにスイ
ッチＳ１～Ｓ５を含んでいる。後述するように、スイッチＳ１～Ｓ５は好ましくはＦＥＴ
を含んでおり、これらのスイッチが充電状態、読み出し状態及びリセット状態の間でキャ
パシタを調節する。このことに関して、スイッチＳ１及びＳ２が各々のキャパシタを読み
出し増幅器Ａ１に選択的に接続する。このようなものとして、キャパシタＣ１及びＣ２の
両方が一つの共通の読み出しポートを共有する。回路６０はまた、ビューとビューとの間
にキャパシタＣ１及び／若しくはＣ２、又は単にＣｄ（Ｖ）によって表わされるダイオー
ド・キャパシタンスを選択的にリセットするのに用いられるリセット・スイッチＳ５を含
んでいてよい。多数のピクセル回路（図示されていない）もまた増幅器Ａ１に接続され得
ることが認められよう。多数のピクセル回路の１個の回路のみの１個のスイッチＳ１又は
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Ｓ２のみを１回に閉じるようにすると、個々のピクセル蓄積キャパシタからの信号の読み
出しの間に干渉が生じなくなる。
【００２１】
　回路の動作について説明する。スイッチＳ５は常態では開いている。第一の取得時に、
スイッチＳ３が閉じて、スイッチＳ１、Ｓ２及びＳ４が開く。結果として、フォトダイオ
ードによって発生される電荷がキャパシタＣ１に積算される。この第一の取得時には、ス
イッチＳ４が開いている結果として、キャパシタＣ２では電荷は積算されない。第一の取
得ビューのデータの収集後に、スイッチＳ３が開いてスイッチＳ４が閉じ、第二のビュー
のために第二のキャパシタＣ２での電荷の取得を開始する。第二のビューの電荷の取得時
に、スイッチＳ１が閉じて、キャパシタＣ１に収集された電荷を読み出し増幅器Ａ１に伝
送する。第二の取得の完了時に、スイッチＳ４が開く。この後に、スイッチＳ２が閉じて
、キャパシタＣ２に蓄積された電荷をＤＡＳへ送る。残りの取得については、以上の切換
えアルゴリズムを、キャパシタＣ１及びＣ２が交互に電荷を蓄積し読み出されるように繰
り返す。
【００２２】
　図６には、本発明の一観点による２個のピクセルが概略図示されている。ピクセル６２
は部分的には、ＦＥＴスイッチ６４で構成されており、残りのフォトダイオード、キャパ
シタ及びスイッチは要素６６として概略図示されている。第二のピクセル６８も同様に、
ＦＥＴ７０及び要素７２を含むように構成される。図６では、ＦＥＴ６４は、図５の回路
のスイッチＳ１又はＳ２と等価であり、ＦＥＴ７０は、図５の回路のスイッチＳ１又はＳ
２の他方と等価となる。単純化のために、他のスイッチ及び他の要素は断面に示されてい
ない。当業者には、図５に示す回路要素の全てが、標準的な半導体加工を用いて、半導体
基材７４の内部及び表面に構成され得ることが理解されよう。図６は、スイッチＳ１及び
Ｓ２とＤＡＳ増幅器（例えばＡ１）との間の接続がシリコン基材７４を貫通する導電性接
続７６によるものであるような一つの好適実施形態を示している。
【００２３】
　図６に示す構成は、本発明の一実施形態を示す。明確に述べると、しばしば貫通バイア
型相互接続と呼ばれる相互接続７６が、基材７４の厚みを貫通してキャパシタから電荷を
送る。このことに関して、フォトダイオードでは、ピクセルと増幅器との間の寄生キャパ
シタンスが低減するため、取得ビューあたりの電子雑音が小さくなり有利である。さらに
、貫通バイア型相互接続７６はフォトダイオードをタイル構成にして二次元（２Ｄ）アレ
イとすることを支援し、広い撮像範囲を有する検出器に特に有利である。
【００２４】
　図７には、本発明のもう一つの実施形態によるフォトダイオードが示されている。この
実施形態の一例では、電荷は、検出器アレイの表面７８上の相互接続トレースによって、
ＦＥＴスイッチ６４、７０からアレイのエッジへ送られ従ってＤＡＳ増幅器へ送られる。
【００２５】
　所載のように、ＣＴ検出器フォトダイオード・アレイの各々のフォトダイオードは、交
互に充電され読み出される一対のキャパシタを含んでいる。一実施形態では、この交替は
、単一回のガントリ回転の範囲内で画定される幾つかのビューと協働する。すなわち、一
つのビューについては、キャパシタの一方が該キャパシタに積算される電荷を有する。次
のビューについては、他方のキャパシタが該キャパシタに積算される電荷を有する。この
実施形態によれば、１０００個のビューを有するように画定されたガントリ１回転につい
て、一方のキャパシタは該キャパシタに５００ビューについて積算された電荷を有し、他
方のキャパシタは該キャパシタに残り５００ビューについて積算された電荷を有する。
【００２６】
　しかしながら、本発明のもう一つの実施形態によれば、各々のビューが一対のビュー切
片に分割される。各々のビュー切片は、所与のビューについて一意のＸ線源位置によって
画定される。このことに関して、電荷は、第一のＸ線源位置に位置するＸ線源によるデー
タ取得について、一方のキャパシタに所与のビューの間に積算される。次いで、Ｘ線源は
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、この所与のビューについて、揺動して新たな又は第二のＸ線源位置へ移る。次いで、こ
の新たなＸ線源位置において、各々のフォトダイオードの他方のキャパシタが電荷収集に
用いられる。結果として、両方のキャパシタが該当キャパシタに各々のビューにおいて積
算された電荷を有するが、一方のキャパシタは一つの位置にあるＸ線源によって収集され
た電荷を蓄積し、他方のキャパシタは新たなＸ線源位置まで揺動した後のＸ線源に関連す
る電荷を蓄積する。このように、１０００回のビュー取得について、各々のキャパシタは
１０００個のビューについての電荷を蓄積するが、各々のキャパシタは異なるＸ線源位置
に関連付けされる電荷を蓄積する。
【００２７】
　従って、図８には、本発明の好適実施形態による撮像工程が示されている。工程８０は
、ステップ８２において、Ｘ線源を所与のビュー取得のために配置することにより開始す
る。このＸ線源位置では、電荷はダイオード・アレイの各々のフォトダイオードの第一の
キャパシタに積算される（ステップ８４）。このＸ線源位置でのデータ収集の後に、ステ
ップ８６においてＸ線源を揺動させて新たなＸ線源位置まで移動させる。但し、この新た
な「揺動」後の位置で収集されるデータは依然として、ステップ８４においてデータが収
集された同じビューに対応する。Ｘ線源を新たなＸ線源位置まで揺動させて（ステップ８
６）、ステップ８８において第一のキャパシタに蓄積された電荷を読み出す。好ましくは
、これと同時に、ダイオード・アレイ９０の各々のフォトダイオードの第二のキャパシタ
に電荷が積算される。このことに関して、一方のキャパシタが電荷蓄積に用いられている
ときに、他方のキャパシタはデータ収集に用いられているか又は読み出されている。次い
で、ステップ９０において電荷が収集された後に、Ｘ線源を新たなビュー位置まで移動さ
せる（ステップ９４）。これと同時に、ダイオード・アレイの各々のフォトダイオードの
第二のキャパシタから電荷が読み出される（ステップ９２）。一旦、第二のキャパシタが
データ収集について読み出されたら、次回のビュー取得のためにあらゆる未収集の残存電
荷を排出するように両方のキャパシタを接地させる（ステップ９６）。そして、残りの取
得ビューにわたってステップ８２～ステップ９６を繰り返す。
【００２８】
　有利なこととして、本発明はまた、検出器アレイの多数のピクセルをシステムＤＡＳの
共有される一つの読み出しチャネルに接続することを可能にする。このことを図９に示す
。図示のように、検出器アレイ５２は一連のピクセル５４を含んでいる。上で述べたよう
に、各々のピクセル５４は、Ｘ線の受光に応答して光を放出するシンチレータから得られ
る電荷を交互に蓄積する多数の電荷蓄積素子を含んでいる。読み出しチャネルは読み出し
増幅器９８として概略図示されている。この構成では、各々の読み出しチャネル９８は、
自チャネルに接続されたフォトダイオード５４から電荷を相次いで読み出す。このことに
関して、システムＤＡＳは、所与のビューの間に多数のフォトダイオードからデータを読
み出すことが可能である。例えば、所与のビューが１ミリ秒長として画定され、各々のフ
ォトダイオードに蓄積される電荷を１００マイクロ秒で読み出すことができる場合には、
各々のＤＡＳチャネルを、１０個のピクセルからの読み出しを行なうように接続すること
ができる。かかる例では、本発明はこれにより、増幅器チャネルの数を１０分の１に減少
させる。或いは反対に、ＤＡＳチャネルの数を１０倍に増加させることなく可能なピクセ
ルの数を増加させる。さらに、本発明はビュー当たり二組のデータの取得を支援するため
、本発明は、１０００ビューを有するように画定されたガントリ１回転の例であれば、Ｄ
ＡＳチャネルの必要数を１０分の１に減少させるか又はピクセルの数を１０倍に増加させ
つつ単一のガントリ回転において２０００ビュー分のデータの取得を実効的に可能にし、
これにより画像分解能及び感度を高める。
【００２９】
　図１０を参照して述べると、小荷物／手荷物検査システム１００が、小荷物又は手荷物
を通すことのできる開口１０４を内部に有する回転式ガントリ１０２を含んでいる。回転
式ガントリ１０２は、Ｘ線源１０６と、シンチレータ・セルで構成されたシンチレータ・
アレイを有する検出器アセンブリ１０８とを収容している。また、コンベヤ・システム１
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１０が設けられており、コンベヤ・システム１１０は、構造１１４によって支持されてお
り走査のために小荷物又は手荷物１１６を自動的に且つ連続的に開口１０４に通すコンベ
ヤ・ベルト１１２を含んでいる。物体１１６をコンベヤ・ベルト１１２によって開口１０
４内に送り込み、次いで撮像データを取得し、コンベヤ・ベルト１１２によって開口１０
４から小荷物１１６を除去することを、制御された連続的な態様で行なう。結果として、
郵便物検査官、手荷物積み降ろし員及び他の保安人員が、小荷物１１６の内容物を爆発物
、刃物、銃及び密輸品等について非侵襲的に検査することができる。
【００３０】
　従って、本発明は、シンチレータによって放出される光を電荷へ変換するように設計さ
れている単一の光変換素子を有するフォトダイオードを含んでいる。フォトダイオードは
また、単一の光変換素子に接続されており第一の取得時の電荷を蓄積する第一の電荷蓄積
素子と、第一の電荷蓄積素子とは異なっており、単一の光変換素子に接続されており第二
の取得時の電荷を蓄積する第二の電荷蓄積素子とを有する。
【００３１】
　本発明は好適実施形態について説明されており、明示的に述べたもの以外の均等構成、
代替構成及び改変が可能であり、特許請求の範囲に属することが認められよう。また、図
面の符号に対応する特許請求の範囲中の符号は、単に本願発明の理解をより容易にするた
めに用いられているものであり、本願発明の範囲を狭める意図で用いられたものではない
。そして、本願の特許請求の範囲に記載した事項は、明細書に組み込まれ、明細書の記載
事項の一部となる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】ＣＴイメージング・システムの見取り図である。
【図２】図１に示すシステムのブロック模式図である。
【図３】ＣＴシステム検出器アレイの遠近図である。
【図４】検出器の遠近図である。
【図５】本発明の一観点による多数の電荷蓄積素子を有するピクセルの回路概略図である
。
【図６】本発明の一観点によるピクセルの模式図である。
【図７】本発明のもう一つの観点によるピクセルの模式図である。
【図８】本発明の一観点による撮像工程のステップを示す流れ図である。
【図９】本発明のもう一つの観点による共有された読み出しチャネルを備えたフォトダイ
オード・アレイの概略レイアウト図である。
【図１０】非侵襲型小荷物検査システムと共に用いられるＣＴシステムの見取り図である
。
【符号の説明】
【００３３】
　１０　計算機式断層写真法（ＣＴ）イメージング・システム
　１２　ガントリ
　１４　Ｘ線源
　１６　Ｘ線のファン・ビーム
　１８　検出器アレイ
　２０　複数の検出器モジュール
　２２　患者
　２４　回転中心
　２６　制御機構
　２８　Ｘ線制御器
　３０　ガントリ・モータ制御器
　３２　データ取得システム（ＤＡＳ）
　３４　画像再構成器
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　３６　コンピュータ
　３８　大容量記憶装置
　４０　コンソールを介した操作者
　４２　表示器
　４４　テーブル・モータ制御器
　４６　電動式テーブル
　４８　ガントリ開口
　５０　複数のシンチレータ
　５２　ピクセル・アレイ
　５４　複数のピクセル
　５６　検出器フレーム
　５８　装着ブラケット
　６０　回路
　６２　ピクセル
　６４　ＦＥＴスイッチ
　６６　要素
　６８　第二のピクセル
　７０　ＦＥＴ
　７２　要素
　７４　半導体基材
　７６　導電性接続
　７８　表面
　８０　工程
　８２　Ｘ線源を配置する
　８４　ダイオード・アレイの各々のフォトダイオードの第一のキャパシタに電荷を積算
する
　８６　Ｘ線源を揺動させる
　８８　第一のキャパシタから電荷を読み出す
　９０　ダイオード・アレイの各々のフォトダイオードの第二のキャパシタに電荷を積算
する
　９２　第二のキャパシタから電荷を読み出す
　９４　Ｘ線源を次のビュー位置へ移動させる
　９６　キャパシタをリセットする
　９８　読み出し増幅器
　１００　小荷物／手荷物検査システム
　１０２　回転式ガントリ
　１０４　開口
　１０６　Ｘ線源
　１０８　検出器アセンブリ
　１１０　コンベヤ・システム
　１１２　コンベヤ・ベルト
　１１４　構造
　１１６　小荷物又は手荷物
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